
【経営基本情報】

○団体の基本情報

円 100.0 ％

○主な事業内容

事業名

(1) 公有用地売却事業

全事業合計に占める割合

(2) あっせん等事業

全事業合計に占める割合

(3) 完成土地等売却事業

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計

全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 2 人 2 人 1 人 H20平均年齢
※

： 62.0 歳

うち、県派遣 1 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

： 6,987 千円

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人 H20平均年齢
※

： 45.8 歳

うち、県派遣 0 人 1 人 1 人 H20平均年収
※

： 6,588 千円

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人

5,200,000

0.0%

6,594,892

総務課長は、住宅供給公社及
び道路公社と兼務

常勤役員は、住宅供給公社及
び道路公社と兼務

4 3 2

5,748,971

90.4%

463,984

7.3%

三重県土地開発公社

059-229-6030

59 57 60

平成18年度

461,564

7.0%

0

津市栄町１丁目８９１番地

http://www.ztv.ne.jp/web/mietotikousya/

059-226-5340

理事長 髙杉 勲

昭和48年6月1日

県土整備部

FAX番号

県所管部等

備考

○役職員の状況

0.0%

平成18年度

6,133,328

93.0%

平成19年度

8 8

国庫債務負担行為に基づく直轄用地国債事業、県土整備部等の公共事業用地の先行取得・売却

国、県等の委託に基づいて行う公共事業用地の取得事務

地域の開発整備のため、地方公共団体が策定する土地利用計画等との整合性を図りながら行う工業団地等の開発・販売

平成19年度

8 嘱託職員 ６人
事務補助職員 ２人

備考

代表者

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

100.0%

5,287,458

456,169

0.0%

8.4%

444,000

8.6%

(単位：千円)

147,600

県出資額

100.0%

83.0%

4,387,289

団体の目的

[事業規模(事業費)]

公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序あ
る整備と県民福祉の増進に寄与することを目的とする。

団体名

※派遣職員は含まない

100.0%

2.3%

0.0%

6,360,555

平成20年度

県出資比率

平成20年度
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

90 Ａ 90 Ａ 90 Ａ

94 Ａ 94 Ａ 94 Ａ

82 Ｂ 82 Ｂ 82 Ｂ

74 Ｂ 84 Ｂ 88 Ｂ

B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》
●年次事業計画による達成目標

《定性目標》

《定量目標》

数値目標 単位
目標
実績
目標
実績
目標
実績

●中長期計画による達成目標

団体名 三重県土地開発公社

C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

19年度

目 的

経営計画

あっせん等事業費

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

計画的な人材の確保、育成を行い、専門的機能の維持に努める。また、長期保有土地の処分を推
進する。

486,544

計画的な人材の確保、育成を行い、専門的機能の維持、より効率的な組織体制の構築に努める。
また、引き続き長期保有土地の処分を推進する。

3,973,044 4,351,579

2,170,000

4,387,289
486,544

147,600444,000
1,008,500

462,129

完成土地等売却事業費

4,987,138

千円
2,170,000

公有用地売却事業費
4,987,138

千円 456,169

公共事業量の将来予測を踏まえた中長期的な職員採用計画に基づき、用地専門機関として計画的な職員の採
用、人材の育成を行うとともに、より効率的な用地取得体制の構築を図る。また、長期保有土地については、経
営健全化の観点から、早期処分を進める。

将来の事業量に見合う計画的な人材の確保、育成を行うこととしており、平成20年度において
は新規職員6名の採用及び職員2名の再雇用等により人材の確保を図るとともに、用地専門研
修等により人材育成、能力開発に努めている。

607,000

5,748,971

指標

453,063
463,984

年間必要経費の大半は公社支所の用地取得業務であり、当該あっせん等事業収益で賄われ
ている。管理部門経費等については､先行取得事業の減少等に伴い､準備金等余裕資金の運
用により補填している。なお、平成20年度純利益は、約5千8百万円を計上した。

千円

平成21年度

公共事業用地取得の専門機関として、国、県等に代わって効率的な土地の取得、造成その他
の管理及び処分等を行い、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与している。

三重県においては式年遷宮に向けた幹線道路等の整備を推進しており、国、県等からの依頼
に基づく公共事業用地の先行取得、並びに公社支所における県土整備部の用地取得業務等を
概ね計画どおり実施した。また、先行取得した公有用地を計画どおり国、県等に売却するととも
に、工業用地1区画を売却した。

平成19年度 平成20年度

平成20年度は新規職員の採用及び職員の再雇用等により必要な人材を確保し、概ね計画ど
おり事業を実施できたが、団塊世代職員の退職に伴う急激な世代交代が進む中、公共事業用
地取得の専門機関としての機能を維持し、国、県等の事業要請に応えていくためには、引き続
き計画的な人材の確保、育成が急務であるとともに、より効率的な組織体制の整備を図る必要
がある。また、長期保有土地については、経営健全化の観点から、県の関係部局に対して、処
理方針の策定、早期の再取得を強く要請する必要がある。

新規職員の採用、再雇用、用地専門研修の実施等により人材の確保、育成に努め、専門的機能
を維持した。また、長期保有土地については方針の打ち出し等に留まり、処分には至らなかった。

事 業

20年度

平成20年度コメント

0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名 三重県土地開発公社

三重県土地開発公社は、用地専門機関として公有地取得事業及びあっせん等事業に特化して事業を適正
に実施しており、土地造成事業については継続事業のみを行っている。また目標の達成及び中長期計画の実
現に向けた積極的な取組も見られることから、自己評価結果は概ね妥当である。

なお、団塊世代職員の退職が今後も続くことが見込まれるため、用地専門機関としての専門的知識と用地
交渉ノウハウの蓄積及び継承等、事業環境に的確に対応できる組織・人員体制の構築を引き続き計画的に
実施する必要がある。

また、長期保有土地については、利用計画等の検討を進め解決に努める。

《知事等の総括コメント》

公有地取得事業、あっせん等事業及び継続実施中の土地造
成事業を適正に実施している。

用地専門機関の経営資源である人材の採用及び育成、用地
交渉ノウハウの蓄積及び継承等、専門的機能の維持に計画
的に取り組んでいる。

用地専門機関として公有地取得事業、あっせん等事業に特
化してきており、事業量及び事業費はおおむね目標を達成し
た。

2年連続で単年度純利益を計上しており、準備金も保有して
いることから財務状況は健全である。
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【経営基本情報】

○団体の基本情報

100.0 ％

○主な事業内容

事業名

(1) 管理受託住宅管理事業

全事業合計に占める割合

(2) 分譲住宅事業
全事業合計に占める割合

(3) 終末処理場管理事業

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計
全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 2 人 2 人 1 人 H20平均年齢
※

： 62.0 歳

うち、県派遣 1 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

： 6,987 千円

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人 H20平均年齢
※

： 55.0 歳

うち、県派遣 1 人 3 人 3 人 H20平均年収
※

： 7,157 千円

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人

団体名

※派遣職員は含まない

100.0%

5.0%

0.0%

727,838

平成20年度

県出資割合

平成20年度

(単位：千円)

36,306

県出資額

100.0%

88.1%

599,777

団体の目的

[事業規模(事業費)]

「地方住宅供給公社法」に基づき、住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分
譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、
もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として設立され
た。

円

100.0%

680,422

45,380

0.0%

5.2%

35,265

6.7%

代表者

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

11 10

県営住宅の募集入居事務と修繕及び維持管理、県職員公舎の修繕及び維持管理

分譲宅地の販売（※平成15年度において完了。割賦契約の残のみ）

公社が開発した団地内に所在する終末汚水処理場の維持管理

平成19年度

7 嘱託職員 ６人
事務補助職員 １人

備考

○役職員の状況

6.6%

平成18年度

582,738

86.6%

平成19年度

津市栄町１丁目８９１番地

http://www.kousya-mie.or.jp/jyuutaku/

059-226-5340

理事長 髙杉 勲

昭和41年4月1日

県土整備部

FAX番号

県所管部等

三重県住宅供給公社

5,000,000

059-229-6030

8 10 10

平成18年度

45,380

6.7%

44,714

646,152

88.8%

45,380

6.2%

0.0%

672,832

総務課長は、土地開発公社及
び道路公社と兼務

常勤役員は、土地開発公社及
び道路公社と兼務

4 3 2

備考
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

60 Ｂ 65 Ｂ 65 Ｂ

89 Ｂ 89 Ｂ 83 Ｂ

64 Ｂ 73 Ｂ 73 Ｂ

74 Ｂ 74 Ｂ 74 Ｂ
B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》

●年次事業計画による達成目標
《定性目標》

《定量目標》

数値目標 単位
目標
実績
目標
実績
目標
実績

●中長期計画による達成目標

事 業

20年度

平成20年度コメント

県の行政システム改革により基本業務として位置づけられた県営住宅管理業務については、公営住
宅管理の担い手として適切に維持管理しており、公社の役割を果たしている。

県営住宅管理業務については、ホームページでの公開、外国人等多様化する入居者への対応等を適
切に行い入居率の向上を図った。
また、入居者の満足度等を把握するためアンケート調査を実施し、適切な管理運営に努めた。その他
保有地の処分については18,885㎡を処分した。

平成19年度 平成20年度

県の行政システム改革に基づき分譲事業を終了し、現在は県営住宅管理業務を主な業務としてい
る。県営住宅管理業務については平成18年度から平成20年度までの3年間、従来の委託管理から指
定管理者になったことから、業務の一部を直営で行い、経費の節減等を図っている。

また、終末汚水処理場の移管、その他保有地の処分については目標が達成できなかったが、平成21
年度に完了させるため関係者の理解と合意を得るよう協議を重ねている。

県営住宅管理業務については、64団地4,185戸の入居者に対するサービス提供を行った。

県営住宅管理業務については、平成21年度も指定管理者として適切に維持管理業務を行う。終末汚水処理
場については、残り1団地の移管を終え、処理場管理業務を廃止する。その他土地資産については平成21
年度に処分を完了する。

県営住宅管理業務については、平成18年度から平成20年度までの3年間、指定管理者となり、管理経
費の節減等を図りながら適切な運営に努め、平成21年度は南勢・東紀州ブロックの県営住宅管理業
務を引き続き行っている。
また、終末汚水処理場については、一団地の地元移管を残し、平成21年度の移管に努める。その他
保有地の処分については、一部を処分し、平成21年度は残保有地の処分を進める。

37,920

1/7

指標

2
1

現在は県営住宅管理事業に特化している一方において、基本業務であった分譲事業から撤退し、財
産の整理処分に伴う経費が相当額発生していることから経営状況は厳しい。このため一層の経費節
減等に努め、組織運営の効率化を図っている。

区画数

平成21年度

その他土地資産の処分

1/7

面積
19,583

分譲用地の売却（割賦契約の残）
1/7

団地数 0

19,583

1/7
1

18,88535,426
55,606

2
団地の終末汚水処理場の移管

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

県営住宅管理業務については、経費の節減に努めるとともに、顧客である入居者の満足
度を高めるために、なお一層のサービス向上を図る。

1

県営住宅管理業務については、効率的な運営に努めるとともに、顧客である入居者の満
足度を高めるために、なお一層のサービス向上を図る。

1/7 1/7

団体名 三重県住宅供給公社

C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

19年度

目 的

経営計画
0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況

三重県住宅供給公社は、基本業務としている県営住宅管理業務において、平成18年度から平成20年度まで
の3年間、指定管理者に選定されている。住宅供給公社が指定管理者となったことにより、公社自らが主体的
に事業に取り組み、設計業務の直営化などの効率的な管理者運営を行った結果、平成19年度に引き続き経
費の削減が図られるという効果が表れており、団体自己評価については、概ね妥当な評価である。

目的達成ができなかった終末汚水処理場の移管並びにその他土地資産の処分については、引受先・移管
先の意向を踏まえながらより一層の協議・交渉が必要であり、県としても進捗状況の把握に努めながら着実に
進展が図られるよう指導に努めていく。

《知事等の総括コメント》

分譲宅地事業を終了し、基本業務を県営住宅の維持管理業
務に特化している。

中期経営計画に基づき、平成18年度から平成20年度までの3
年間、県営住宅の指定管理業務を実施している。

県営住宅入居者へはこれまでに培った管理経験を生かし、
サービス提供に努めている。

経常損失については剰余金を取り崩して対処しているが、剰
余金が多額であり、経営への影響は少ないと思われる。今後
も業務の効率化を図り一層の経費削減に努める必要があ
る。

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名 三重県住宅供給公社
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【経営基本情報】

○団体の基本情報

100.0 ％

○主な事業内容

事業名

(1) 有料道路事業

全事業合計に占める割合

(2)

全事業合計に占める割合

(3)

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計

全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 2 人 2 人 1 人 H20平均年齢
※

： 62.0 歳

うち、県派遣 1 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

： 6,987 千円

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人 H20平均年齢
※

： 57.7 歳

うち、県派遣 0 人 1 人 1 人 H20平均年収
※

： 8,332 千円

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人

団体名

※派遣職員は含まない

100.0%

0.0%

0.0%

314,306

平成20年度

県出資割合

平成20年度

(単位：千円)

県出資額

100.0%

100.0%

310,941

団体の目的

[事業規模(事業費)]

三重県の区域及びその周辺において、その通行又は利用について料金を徴収することがで
きる道路の新設、改築、維持、修繕その他管理を総合的かつ効率的に行うこと等により、こ
の地域の地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の
増進と産業の発展に寄与することを目的とする。

円

100.0%

310,941

0.0%

0.0%

0.0%

代表者

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

2 2

有料道路の維持管理業務及び有料道路利用者からの通行料金徴収業務

平成19年度

2 非常勤嘱託職員 １人
事務補助職員 １人

備考

○役職員の状況

0.0%

平成18年度

349,065

100.0%

平成19年度

津市栄町１丁目８９１番地

http://www.mie-dourokousya.or.jp/

059-226-5340

理事長 髙杉 勲

昭和48年6月1日

県土整備部

FAX番号

県所管部等

三重県道路公社

1,750,000,000

059-227-1272

5 6 5

平成18年度

0.0%

314,306

100.0%

0.0%

0.0%

349,065

総務課長は、土地開発公社及
び住宅供給公社と兼務

常勤役員は、土地開発公社及
び住宅供給公社と兼務

4 3 2

備考
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

85 Ｂ 85 Ｂ 85 Ｂ

71 Ｂ 71 Ｂ 71 Ｂ

64 Ｂ 69 Ｂ 69 Ｂ

82 Ｂ 78 Ｂ 78 Ｂ
B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》

●年次事業計画による達成目標
《定性目標》

《定量目標》

数値目標 単位
目標
実績

●中長期計画による達成目標

事 業

20年度

平成20年度コメント

伊勢志摩地域と他地域との経済、文化等交流及び当該事業沿線地域の渋滞解消等により、
地域住民への福祉の増進に貢献している。

平成20年度は、有料道路の利用促進のため回数券の宅配サービスを実施し、また周辺地域
のイベント等情報発信にも力を入れた。
なお、今後新たな事業への取組については、県土整備部とも連携し対応策の検討を行う必
要がある。

平成19年度 平成20年度

平成20年度当初計画に対する利用交通量、料金収入は、ほぼ達成することができた。ま
た、効率的な管理体制を整えた結果、昨年度より収支の改善が図られた。

このため、引き続き管理コスト削減等を実施し、健全経営に努める。

下半期において、世界的な不況となり、有料道路の利用交通量が減少したが、年間で
は目標数値を達成した。

効率的な管理を行うとともに道路利用の安全性の確保に努め、また関係機関とも連携して交
通量増加対策及び伊勢志摩のＰＲを推進している。

1,696

指標

効率的な管理体制の整備を進め、管理コスト削減等を実施していることから、収支状況は一
応の成果は見られた。
なお、今後伊勢二見鳥羽有料道路事業資金の償還ピークを迎えることから、資金調達の検
討が必要となる。

千台

平成21年度

1,698 1,681

地域経済の発展及び地域住民の福祉増進に貢献することを目標に、交通量の増加、利用者の安全、サービ
ス提供に努めるとともに事業の管理コスト削減等健全経営に取り組んでいく。

有料道路利用交通量
1,6981,619 1,685

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

有料道路沿線地域と連携を図り、有料道路の利用交通量の増加を図る。

平成21年度以降も引き続き有料道路沿線地域と連携を図り、有料道路の利用交通量
の増加に努める。

団体名 三重県道路公社

C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

19年度

目 的

経営計画
0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況

三重県道路公社は、有料道路事業の事業計画に基づいた事業目標達成のため、効率的な組織運営や管理
コスト縮減に取り組んでおり、自己評価は概ね妥当である。

伊勢二見鳥羽有料道路の平成20年度の交通量は、前年度より増加しており、実績が目標を上回った。今後
も広報宣伝による利用促進や効率的な事業運営を推進するため管理コストの縮減を図る等、健全な公社運
営の指導に努める。

《知事等の総括コメント》

設立目的に従い有料道路事業を実施しており、有料道路事
業周辺地域の経済交流の促進と住民福祉の増進に寄与して
いる。

三重県の道路計画を踏まえて、今後の団体の中長期計画に
ついて検討していく必要がある。

事業計画に基づいた事業目標達成のため、引き続き事業の
健全化や利用促進に努める必要がある。

効率的な組織運営や管理コスト削減に努めている。

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名 三重県道路公社
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【経営基本情報】

○団体の基本情報

50.0 ％

○主な事業内容

事業名

(1) 流域下水道施設維持管理業務受託事業

全事業合計に占める割合

(2) 汚泥処理業務受託事業

全事業合計に占める割合

(3) 排水設備工事責任技術者認定事業

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計

全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 1 人 1 人 1 人 H20平均年齢
※

： - 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

：

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 2 人 9 人 H20平均年齢
※

： 57.0 歳

うち、県派遣 21 人 19 人 12 人 H20平均年収
※

： 5,010 千円

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 1 人

団体名

※派遣職員は含まない

100.0%

0.7%

0.6%

16,861

3,021,048

平成20年度

県出資割合

平成20年度

(単位：千円)

21,823

県出資額

100.0%

73.4%

2,297,620

団体の目的

[事業規模(事業費)]

下水道に関する知識の普及及び啓発等の事業を行うとともに、三重県が設置する流域下
水道の維持管理業務を受託することにより、三重県及び県内市町の下水道事業の振興を
図り、もって県民の健康で快適な生活環境の向上と公共水域の水質保全に寄与すること
を目的とする。

円

100.0%

3,129,408

793,227

0.5%

15,390

0.7%

23,171

25.3%

代表者

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

13 14

流域下水道施設について、三重県から指定管理者としての指定を受けての維持管理業務

流域下水道施設の維持管理において発生する汚泥処理業務

排水設備工事責任技術者認定業務

下水道の普及啓発施設の維持管理業務及び下水道知識の普及啓発事業等

平成19年度

17 嘱託員 ８人
業務補助職員 ９人

法人の役員等給与、旅
費及び費用弁償に関
する規程により支給

備考

○役職員の状況

0.9%

平成18年度

2,136,270

69.4%

平成19年度

松阪市高須町３９２２番地

http://www.mie-kousha.or.jp/

0598-53-4867

理事長 田岡 光生

昭和62年7月1日

県土整備部

FAX番号

県所管部等

財団法人 三重県下水道公社

28,000,000

0598-53-4865

30 30 29

平成18年度

913,732

29.7%

26,529

2,178,011

72.1%

804,353

26.6%

2,170

0.1%

3,078,701

1 1 1

備考
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

95 Ａ 95 Ａ 95 Ａ

89 Ｂ 94 Ａ 94 Ａ

91 Ａ 91 Ａ 91 Ａ

91 Ａ 87 Ｂ 91 Ａ

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》

●年次事業計画による達成目標
《定性目標》

《定量目標》
数値目標 単位

目標
実績
目標
実績
目標
実績

※数値目標については、平成20年度までは年平均値、平成21年度は年最大値。
●中長期計画による達成目標

事 業

B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

20年度

平成20年度コメント

公社の設立目的である「県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全に
寄与する」は、現在の社会経済状況においても社会的要請に合致している。

法定排水基準よりも厳しい自主管理値を設定し、良好な水質を確保し公共用水域へ放流を
している。流入水質の監視強化を図るため、県・関係市町と連携のうえ水質監視パトロール
を実施し、危機管理向上に努めている。

平成19年度 平成20年度

平成18年度から平成20年度までの3年間、三重県流域下水道施設の指定管理者としての指定を受けていたことから、より一
層の運転管理体制の充実を図るとともに、公共用水域の水質保全、安定したサービスの提供、さらなるコスト削減、循環型社会
の構築を念頭においた維持管理を行う旨を基本方針として、施設の管理運営に努めた。

コスト削減については、縮減目標に基づき、業務プロセスの見直しによる複数年契約等を実施したことから、大幅な削減がで
きた。また、平成19年度に引き続き、職員構成の見直しを行い、豊富な経験と高い技術力を有する団塊世代の職員を再雇用す
ることにより、人件費の削減を図りつつ、次世代の人材育成のための体制を構築した。 さらに、5箇所の浄化センターから発生
する汚泥処理については、総合評価落札方式による一般競争入札により、平成19年度から平成23年度までの5年間、一括処
理していることから、大幅なコスト削減が図れている。

平成20年度より、県・関係市町と連携し、幹線管渠における水質監視パトロールを行っており、危機管理対策に努めている。

公共用水域の水質保全については、法定排水基準よりも厳しい自主管理値のもと良好な水質が維持できた。
県・関係市町の協力のもと幹線管渠の水質監視パトロールにより、未然防止活動を行うことができた。
処理水量は5.3％増加しているが、維持管理経費については、前年に比し3.2％の減少となった。

① 実施事業の安定性、信頼性、継続性の更なる向上を図る。
・ 技術者、資格者の確保（採用）を行い、継続的に高いパフォーマンスを発揮できるような体制を構築する。

② 危機管理能力の更なる向上を図る。
  ・ 分析センターを立ち上げ、水質分析業務の効率化を図るとともに、計量証明事業を展開することで水質分析にかかる信頼性の向上と流入水、

事業所排水等のチェックを強化し、危機管理の向上を図る。

平成18年度から平成20年度までの3年間、指定管理者としての指定を受けるにあたり、詳細
な計画を策定のうえ運用している。
公社運営・品質方針を策定し、公社経営の品質向上に努めている。

3.0

2.0

指標

8.0
7.2

平成18年度から平成20年度までの3年間、経費の削減が経営状況の改善と捉えており、指定管理者としての指
定を受けるにあたり、削減する具体的な目標を定めており、昨年に引き続き一層のコスト削減に取り組んだ。
基本財産については、確実かつ効率的な運用に努めているが、経済状況を反映して低金利が継続していること
から、独自事業の財源確保に苦慮している。

mg／ｌ

平成21年度

SS（浮遊物質）の放流水質〔北部浄化センター〕

8.0

mg／ｌ
10.0

BOD（生物化学的酸素要求量）の放流水質〔北部浄化センター〕
8.0

mg／ｌ 7.0

10.0

2.0
12.0

2.02.0
3.0

8.0
COD（化学的酸素要求量）の放流水質〔北部浄化センター〕

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

流域下水道施設の指定管理者として、一層の水質保全並びに浄化センター施設の継続的な環境保全に努めるととも
に、県・関係市町と連携のうえ、流入水（水量・水質）の監視強化により危機管理の向上を図る。また、引き続き維持管
理費の抑制に努力する。

12.0

流域下水道施設の指定管理者として、一層の水質保全並びに浄化センター施設の継続的な環境保全に努めるととも
に、引き続き維持管理費の抑制に努力する。
県・関係市町と連携のうえ、流入水（水量・水質）の監視強化により危機管理の向上を図る。また、水質分析業務にか
かる見直しを行い、効率化を推進する。

4.0 4.0

団体名 財団法人 三重県下水道公社

C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

19年度

目 的

経営計画
0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況 ＋

公共用水域の水質保全、持続可能な循環型社会の創造に貢献するとともに、ライフラインである流域下水道
施設において安心・安全で安定的なサービスを提供できるよう適切な運営管理を行っている。

また、法定排水基準よりも厳しい自主管理目標値を定め良好な水質を確保するとともに、汚泥処理業務の発
注方法の改善等により大幅なコスト縮減を図り、受益者の負担軽減を行う等健全な経営を行っている。

今後も良好な水質を確保するとともに適正で安定したサービスが継続的に提供されるために、必要な技術力
を有した人材の育成が課題である。

《知事等の総括コメント》

設立目的は現在の社会的要請に合致している。また、継続し
た経営改善に積極的に取り組んでいる。

公社運営・品質方針を策定するとともに、中長期的な視点を
持ち健全な運営に努めている。

法定排水基準よりも厳しい自主管理値を設定し良好な水質を
確保するとともに、大幅なコスト縮減を図っている。

積極的にコスト縮減に取り組み、成果を上げ、健全な経営を
行っている。

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名 財団法人 三重県下水道公社
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